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さんさんバス車両売払い仕様書 

 

１ 車両の仕様        

⑴  車両の規格 

ア 予備車両① 

   登録番号       名古屋 200 か 3753 

   初度登録年月     平成 29(2017)年２月 

  種別・用途      普通・乗合 

  自家用・事業用の別  事業用 

  車体の形状      リヤーエンジン 

乗車定員       36 人(座席 11＋立席 24＋乗務員席１)) 

車名         日野（ポンチョ） 

車台番号       HX9JLB－41025 

型式         SDG－HX9JLBE 

長さ×幅×高さ    700 ㎝×208 ㎝×310 ㎝ 

総排気量       5.12 ℓ 

燃料の種類      軽油 

 

イ 予備車両② 

   登録番号       名古屋 200 か 3754 

   初度登録年月     平成 29(2017)年２月 

  種別・用途      普通・乗合 

  自家用・事業用の別  事業用 

  車体の形状      リヤーエンジン 

乗車定員       36 人(座席 11＋立席 24＋乗務員席１)) 

車名         日野（ポンチョ） 

車台番号       HX9JLB－41026 

型式         SDG－HX9JLBE 

長さ×幅×高さ    700 ㎝×208 ㎝×310 ㎝ 

総排気量       5.12 ℓ 

燃料の種類      軽油 

   
⑵  車両の状況 

ア 予備車両① 

  車体の形状      小型・ノンステップバス 
 走行距離       676,772 ㎞（令和７(2025)年 12 月 15 日現在） 
  車検有効期間満了日  令和８(2026)年３月 26日 

   使用状況       みよし市コミュニティバスとして市内を運行 
   主な装備品      ワンマン用放送装置、ワンマン用室内・室外スピーカー、ドライブレコ 

ーダー、バックアイカメラ、簡易式運賃箱、車椅子固定装置 
※ 当該車両の運転席後ろに搭載されている車載サイネージは売払対象

外とし、売払前に市が取り外します。 



イ 予備車両② 

  車体の形状      小型・ノンステップバス 
 走行距離       596,426 ㎞（令和７(2025)年 12 月 15 日現在） 
  車検有効期間満了日  令和８(2026)年７月３日 

   使用状況       みよし市コミュニティバスとして市内を運行 
   主な装備品      ワンマン用放送装置、ワンマン用室内・室外スピーカー、ドライブレコ 

ーダー、バックアイカメラ、簡易式運賃箱、車椅子固定装置 
※ 当該車両の運転席後ろに搭載されている車載サイネージは売払対象

外とし、売払前に市が取り外します。 
 

２ 車両の引渡期限     令和８(2026)年３月６日 

 
３ 売却の条件 
⑴  契約決定者（以下「買受人」という。）は契約締結後、本市の発行する納入通知書により代金を

支払うこと。 
⑵  代金の納入を確認後、売却車両を買受人に引き渡すものとする。代金の納入の確認は、納入通知

書への金融機関領収印をもって行うこととする。 
⑶  売却車両の搬送(登記等のための移動等含む。)については、買受人の責任で行い、搬送等にかか

る費用（保険等含む。）についても落札者が負担すること。 
⑷  引取り日時及び搬送方法については、担当課(企画政策課)と協議の上決定することとし、事故等

が発生した場合、本市は一切の責任を負わないものとする。 
⑸  売却車両については、買受人が登記・変更等の手続きを行い、手続き完了後は証明書等の写しを

提出すること。申請に必要な書類は買受人が用意するものとし、費用についても買受人が負担する

こと。なお、譲渡証明書の譲受人は買受人とすること。 
⑹  車両外装にある「みよし市」及び「さんさんバス」を表すロゴやマーク、さんさんバスオリジナ

ルデザインの全てのラッピング等は撤去するものとし、作業前、作業後の写真を撮影し、企画政策

課へ提出すること。 
⑺  買受人は売却車両の所有権が移転した後、当該車両に隠れた瑕疵があることを発見しても、代金

の減額、損害賠償の請求や契約の破棄をすることはできない。 
⑻ 重量税および自賠責等の返戻金が発生する場合は、車両買取り価格に含めて処理をすること。 

 
４ その他 

  公告日から令和８(2026)年１月 22 日（木）の間において、車両の下見対応をすることができる。

なお、希望する場合は、企画政策課(電話：0561-32-8005)まで連絡をし、日程について調整すること

とする。 



さんさんバス車両写真（予備車両①3753） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



さんさんバス車両写真（予備車両②3754） 

 
 



















物件名：さんさんバス車両売払い

積算表
会社名

全て２台分の金額を記載すること

項目

車体等金額【消費税抜き】
（課税対象）

① 円
重量税および自賠責の返戻金相当
額は、左記の金額に含めること

リサイクル料預託金
（非課税）

② 55,740 円

入札金額（①+②） ③ 円 この金額を入札書に記載すること

消費税額(①×10％) ④ 円

契約金額（③＋④） ⑤ 円

※この積算表を入札書とともに提出すること。
落札決定にあたっては③が予定価格以上で最高価格の者を落札者とし、⑤に記載された金額を契約金額とする。

金額


